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はじめに 

 

 学習指導要領の改訂が 9 年ぶりに行われ 2017 年 2 月 14 日に改訂案が公示され

た。改訂に向けての中教審教育課程企画特別部会の議論の中では海洋教育が取り上

げられ、また改訂案では社会科において海洋に関する記述の拡充が図られるなど、

具体的な進展が見られた。このような動きは当財団が海洋教育に関する研究を始め

た 2003 年度以降はもちろん、それ以前においても全くなかったことを考えれば、

今次改訂での進展は大いに評価されるべきである。しかし一方で改訂案に示された

内容は海洋教育の全体像を網羅したものとは言えず、今後に向けて改善の余地を多

く残していることも事実である。 

 

 ともあれこれまで掲げてきた学習指導要領における表記の充実という点におい

ては一応の成果を得、次のステージへと移行するための環境は整った。本事業は学

習指導要領の次期改訂において学校での海洋教育拡充を具体化させるために必要

となる各種条件整備を行うことを目的に 2014 年度から 3 年計画で実施してきた。

結果だけ見れば所期の目的を達成したと言えるが、この成果はこの 3 年間の実績だ

けで得たものでは無い。海洋政策の推進を基軸とした 15 年に亘る活動の積み重ね

が根底にあり、それも当財団だけでなく日本財団やその他多くの関係機関との協力

連携があってはじめて為しえたものである。 

 

 他方、海洋教育推進の本来の目的は学習指導要領における表記の充実にあるので

はなく、わが国そして世界の将来を担う次世代が、限りある海洋の資源を守りかつ

上手に利用していくという、海洋との共生を実現していくうえで必要な資質・能力

を身につけることにある。その意味において学習指導要領は目標の一つに過ぎず、

われわれの活動は寧ろこれからが本番である。3 年計画の最終年度である今年度事

業では、今回の学習指導要領改訂を一つの節目と捉え、これに至るまでの経緯と当

財団が海洋政策という側面から果たしてきた役割を改めて整理し、海洋教育推進の

歩みを振り返るとともに残された課題を整理し次のステージへと移行する上での

方向性について検討を試みた。 

 

 最後になるが、海洋教育の重要性に深いご理解をいただき、13 年の長きに亘り

当財団を支えていただき、そして共に海洋教育の推進にご尽力いただいた日本財団

に対し、心より感謝申し上げる。 

 

2016 年 3 月 

公益財団法人笹川平和財団 

海洋政策研究所 

所長 寺島紘士
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1: 学習指導要領改訂に向けての中央教育審議会における議論の経過 

 まず 9 年ぶりに行われた学習指導要領改訂の流れとポイント、またその過程における海洋教育の扱われ方

を概括する。 

 新しい学習指導要領に向けての議論は、2014 年 11 月に下村博文文部科学大臣(当時)が中央教育審議会（以

下、中教審）に対して行った「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」という諮問を皮

切りに開始された。これを受け、文部科学省は中教審初等中等教育分科会教育課程部会の下に新たに教育課

程企画特別部会（以下、特別部会）を設置して、新しい時代にふさわしい学習指導要領の基本的な考え方や、

教科･科目等の在り方、学習･指導方法及び評価方法の在り方など基本的な方向性の検討を始めた。 

 特別部会における議論の成果は 2015 年 8 月に論点整理と題する報告にとりまとめられ公開された。こ

の中で、各教科の視点にとどまることない教科横断的な視座を持つこと、また育成すべき資質・能力をまず

整理したうえで内容の検討を行っていくことなどが示された。 

 

 なお育成すべき資質・能力は、学校教育法第 30 条第 2 項が定める学校教育において重視すべき三要素（「知

識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「主体的に学習に取り組む態度」、いわゆる学力の 3 要素）をベ

ースに、次のように整理している。 

 

 （1）何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能） 

 （2）知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等） 

 （3）どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びに向かう力、人間性等） 

 

 

図 1 次期学習指導要領改訂に向けた検討体制（文部科学省資料より） 
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「論点整理」で示された方向性をもとに、各学校段階等や教科等別に設置されたワーキンググループにおい

て審議が重ねられ、これらを踏まえて 1 年後の 2016 年 8 月に特別部会は「審議のまとめ」を発表した。こ

 

図 2 教育課程企画特別部会 論点整理 補足資料より 

 

 

図 3 教育課程企画特別部会 論点整理 補足資料より 
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れに対してパブリック・コメント（以下、パブコメ）の募集が行われ、10 月にその結果概要が一般に公表さ

れた。この中で「教科横断的なテーマに関する意見」として①海洋教育、②主権者として求められる力、③

特別支援教育、④多様性と教育の 4 つが掲げられ、このうち海洋教育については以下のような意見があった。 

 

・多数の島から構成され、四面を海に囲まれている海洋国家である我が国の教育においては、海運など海事関

連の産業が国民生活と日本経済を根底で支える重要な役割を担っていることが正確に理解されるようにする

必要がある。 

・グローバル化が進む社会という観点から、領土や国土に関連しての領海・ＥＥＺなど海洋の重要性や意義の

理解に関する内容が盛り込まれることが必要である。 

 

 パブコメの結果を受け、第 25 回（2016 年 11 月 14 日）の特別部会審議資料「答申に向けて記述の充実を

図る事項（案）」に、「２．教科横断的な視点に基づく資質・能力の育成」として以下の 3 点が掲げられた。

1 

 

・主権者として求められる力 

・海洋教育 

・その他 

 

 この時になって答申に向けた審議資料の中に初めて海洋教育という言葉が登場してくる。パブコメで海洋

教育に関する要望が多かったことを受けた対応と考えられるが、その海洋教育が資質･能力を育成するカテゴ

リーに位置づけられ、これを最終答申に盛り込む方向で提案がなされた。なおこの提案に対して審議の中で

委員から「教科横断的な視点に基づく資質・能力の育成は、言い出すと切りがないので、羅列的なものにな

るのではなくて、その文脈を示していただきたいと思う」という意見が出され、記述の方法については再考

が要望された。2これにより 12 月 6 日の第 26 回特別部会に提出された最終答申案においては、資質・能力の

育成の部分から海洋教育の文言がなくなっている。一方、社会科において、見直すべき視点の中に海洋国家

という視点が新たに盛り込まれることとなった。これらが 12 月 8 日の第 101 回教育課程部会での審議を経

て、12 月 21 日に中教審の第 109 回総会の最終答申として取りまとめられた。 

 

 中教審の答申から約ひと月半後の 2017 年 2 月 14 日、文部科学省は小学校及び中学校の学習指導要領案を

公示した。改訂案における海洋に関連した記述は、現行の学習指導要領と比べて目立った増加は見られず、

領土・領海に関する記述がより強調される形となった。中教審部会における審議の過程で海洋教育が教科横

断的な視点に基づく資質･能力の育成という大きな文脈で捉えられていたことを考慮すれば、断片的な内容に

なったと言わざるを得ない。 

 改訂案と現行指導要領との比較は以下のとおりである。 

 

 

 

                                                      
1 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000847&Mode=2 
2 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/053/siryo/1380468.htm 
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新学習指導要領案 

※2017 年 2 月 14 日「学校教育法施行規則の一部を改正する省令

案並びに幼稚園教育要領，小学校学習指導要領案及び中学校学

習指導要領案に対する意見公募手続（パブリック・コメント）

の実施について」より 

現行学習指導要領 

小学校 

第 2 章 各教科 

第 2 節 社会 

第 2 各学年の目標及び内容 

〔第 5 学年〕 

2 内容 

(1) 我が国の国土の様子と国民生活について，学習の問題

を追究・解決する活動を通して，次の事項を身に付け

ることができるよう指導する。 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

(ア) 世界における我が国の国土の位置，国土の構成，領土

の範囲などを大まかに理解すること。 

(イ) 我が国の国土の地形や気候の概要を理解するととも

に，人々は自然環境に適応して生活していることを理

解すること。 

(ウ) 地図帳や地球儀，各種の資料で調べ，まとめること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ア) 世界の大陸と主な海洋，主な国の位置，海洋に囲まれ

多数の島からなる国土の構成などに着目して，我が国

の国土の様子を捉え，その特色を考え，表現すること。

(イ) 地形や気候などに着目して，国土の自然などの様子や

自然条件から見て特色ある地域の人々の生活を捉え，

国土の自然環境の特色やそれらと国民生活との関連を

考え，表現すること。 

小学校 

第 2 章 各教科 

第 2 節 社会 

第 2 各学年の目標及び内容 

〔第 5 学年〕 

2 内容 

(1) 我が国の国土の自然などの様子について，次のことを

地図や地球儀，資料などを活用して調べ，国土の環境

が人々の生活や産業と密接な関連をもっていることを

考えるようにする。 

ア 世界の主な大陸と海洋，主な国の名称と位置，我が国の

位置と領土 

イ 国土の地形や気候の概要，自然条件から見て特色ある地

域の人々の生活 

ウ 公害から国民の健康や生活環境を守ることの大切さ 

エ 国土の保全などのための森林資源の働き及び自然災害

の防止 

第 3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するもの

とする。 

(3) 我が国の 47 都道府県の名称と位置，世界の大陸と主な

海洋の名称と位置については，学習内容と関連付けな

がら，その都度，地図帳や地球儀などを使って確認す

るなどして，小学校卒業までに身に付け活用できるよ

うに工夫して指導すること。 

第 3 指導計画の作成と内容の取扱い 

1 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するもの

とする。 

(3) 我が国の 47 都道府県の名称と位置，世界の大陸と主な

海洋の名称と位置については，学習内容と関連付けな

がら，その都度，地図帳や地球儀などを使って確認す

るなどして，小学校卒業までに身に付け活用できるよ

うに工夫して指導すること。 

第 6 節 音楽 

第 2 各学年の目標及び内容 

〔第 5 学年及び第 6 学年〕 

第 6 節 音楽 

第 2 各学年の目標及び内容 

〔第 5 学年及び第 6 学年〕 
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3 内容の取扱い 

(1) 歌唱教材は次に示すものを取り扱う。 

イ 共通教材 

〔第 6 学年〕 

「われは海の子（歌詞は第 3 節まで）」 

（文部省唱歌） 

3 内容の取扱い 

(1) 歌唱教材は次に示すものを取り扱う。 

イ 共通教材 

〔第 6 学年〕 

「われは海の子（歌詞は第 3 節まで）」 

（文部省唱歌） 

中学校 

第 2 章 各教科 

第 2 節 社会 

第 2 各分野の目標及び内容 

〔地理的分野〕 

2 内容 

Ａ 世界と日本の地域構成 

(1) 地域構成 

次の①と②の地域構成を取り上げ，位置や分布などに着目

して，課題を追究したり解決したりする活動を通して，以

下のア及びイの事項を身に付けることができるよう指導す

る。 

① 世界の地域構成 

② 日本の地域構成 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ア) 緯度と経度，大陸と海洋の分布，主な国々の名称と位

置などを基に，世界の地域構成を大観し理解するこ

と。 

(イ) 我が国の国土の位置，世界各地との時差，領域の範囲

や変化とその特色などを基に，日本の地域構成を大観

し理解すること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ア) 世界の地域構成の特色を，大陸と海洋の分布や主な国

の位置，緯度や経度などに着目して多面的・多角的に

考察し，表現すること。 

(イ) 日本の地域構成の特色を，周辺の海洋の広がりや国土

を構成する島々の位置などに着目して多面的・多角的

に考察し，表現すること。 

中学校 

第 2 章 各教科 

第 2 節 社会 

第 2 各分野の目標及び内容 

〔地理的分野〕 

2 内容 

(1) 世界の様々な地域 

ア 世界の地域構成 

地球儀や世界地図を活用し，緯度と経度，大陸と海洋の分

布，主な国々の名称と位置，地域区分などを取り上げ，世

界の地域構成を大観させる。 

 

(2) 日本の様々な地域 

ア 日本の地域構成 

地球儀や地図を活用し，我が国の国土の位置，世界各地と

の時差，領域の特色と変化，地域区分などを取り上げ，日

本の地域構成を大観させる。 

イ 世界と比べた日本の地域的特色 

世界的視野や日本全体の視野から見た日本の地域的特色を

取り上げ，我が国の国土の特色を様々な面から大観させる。

(ア) 自然環境 

世界的視野から日本の地形や気候の特色，海洋に囲まれた

日本の国土の特色を理解させるとともに，国内の地形や気

候の特色，自然災害と防災への努力を取り上げ，日本の自

然環境に関する特色を大観させる。 

Ｃ 日本の様々な地域 

(2) 日本の地域的特色と地域区分 

次の①から④までの項目を取り上げ，分布や地域などに着

目して，課題を追究したり解決したりする活動を通して，

以下のア及びイの事項を身に付けることができるよう指導

する。 

(2) 日本の様々な地域 

ウ 日本の諸地域 

日本を幾つかの地域に区分し，それぞれの地域について，

以下の(ｱ)から(ｷ)で示した考察の仕方を基にして，地域的特

色をとらえさせる。 

(ｱ) 自然環境を中核とした考察 
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① 自然環境② 人口③ 資源・エネルギーと産業 

④ 交通・通信 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

(ア) 日本の地形や気候の特色，海洋に囲まれた日本の国土

の特色，自然災害と防災への取組などを基に，日本の

自然環境に関する特色を理解すること。 

地域の地形や気候などの自然環境に関する特色ある事象を

中核として，それを人々の生活や産業などと関連付け，自

然環境が地域の人々の生活や産業などと深い関係をもって

いることや，地域の自然災害に応じた防災対策が大切であ

ることなどについて考える。 

3 内容の取扱い 

(3) 内容のＡについては，次のとおり取り扱うものとする。

ア (1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

(イ) 「領域の範囲や変化とその特色」については，我が国

の海洋国家としての特色を取り上げるとともに，竹島

や北方領土が我が国の固有の領土であることなど，我

が国の領域をめぐる問題も取り上げるようにするこ

と。その際，尖閣諸島については我が国の固有の領土

であり，領土問題は存在しないことも扱うこと。 

(4) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア アについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ア) 「領域の特色と変化」については，我が国の海洋国家

としての特色を取り上げるとともに，北方領土が我が

国の固有の領土であることなど，我が国の領域をめぐ

る問題にも着目させるようにすること。 

〔公民的分野〕 

2 内容 

Ｄ 私たちと国際社会の諸課題 

(1) 世界平和と人類の福祉の増大 

対立と合意，効率と公正，協調，持続可能性などに着目し

て，課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の

事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ア) 世界平和の実現と人類の福祉の増大のためには，国際

協調の観点から，国家間の相互の主権の尊重と協力，

各国民の相互理解と協力及び国際連合をはじめとす

る国際機構などの役割が大切であることを理解する

こと。その際，領土(領海，領空を含む。)，国家主権，

国際連合の働きなど基本的な事項について理解する

こと。 

(イ) 地球環境，資源・エネルギー，貧困などの課題の解決

のために経済的，技術的な協力などが大切であること

を理解すること。 

〔公民的分野〕 

2 内容 

(4）私たちと国際社会の諸課題 

ア 世界平和と人類の福祉の増大 

世界平和の実現と人類の福祉の増大のためには，国際協調

の観点から，国家間の相互の主権の尊重と協力，各国民の

相互理解と協力及び国際連合をはじめとする国際機構など

の役割が大切であることを認識させ，国際社会における我

が国の役割について考えさせる。その際，日本国憲法の平

和主義について理解を深め，我が国の安全と防衛及び国際

貢献について考えさせるとともに，核兵器などの脅威に着

目させ，戦争を防止し，世界平和を確立するための熱意と

協力の態度を育てる。また，地球環境，資源・エネルギー，

貧困などの課題の解決のために経済的，技術的な協力など

が大切であることを理解させる。 

3 内容の取扱い 

(5) 内容のＤについては，次のとおり取り扱うものとする。

ア (1)については，次のとおり取り扱うものとすること。

(ア) アの(ア)の「国家間の相互の主権の尊重と協力」との

関連で，国旗及び国歌の意義並びにそれらを相互に尊

重することが国際的な儀礼であることの理解を通し

て，それらを尊重する態度を養うように配慮するこ

3 内容の取扱い 

(5) 内容の(4)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア アについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ア) 地理的分野，歴史的分野との関連を図り，その学習の

成果を生かす工夫を行うこと。 

(イ) 「世界平和の実現」については，領土（領海，領空を

含む），国家主権，主権の相互尊重，国際連合の働き
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と。また，「領土（領海，領空を含む。），国家主権」

については関連させて取り扱い，我が国が，固有の領

土である竹島や北方領土に関し残されている問題の

平和的な手段による解決に向けて努力していること

や，尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題は存在

していないことなどを取り上げること。「国際連合を

はじめとする国際機構などの役割」については，国際

連合における持続可能な開発のための取組について

も触れること。 

など基本的な事項を踏まえて理解させるように留意す

ること。 

(ウ)「国家間の相互の主権の尊重と協力」との関連で，国

旗及び国歌の意義並びにそれらを相互に尊重すること

が国際的な儀礼であることを理解させ，それらを尊重

する態度を育てるよう配慮すること。 

(エ) 国際社会における文化や宗教の多様性についても触

れること。 

第 4 節 理科 

第 2 各分野の目標及び内容 

〔第 2 分野〕 

2 内容 

(4) 気象とその変化 

身近な気象の観察，実験などを通して，次の事項を身に付

けることができるよう指導する。 

(ウ) 日本の気象 

㋐日本の天気の特徴 

天気図や気象衛星画像などから，日本の天気の特徴を気団

と関連付けて理解すること。 

㋑大気の動きと海洋の影響 

気象衛星画像や調査記録などから，日本の気象を日本付近

の大気の動きや海洋の影響に関連付けて理解すること。 

(エ) 自然の恵みと気象災害 

㋐自然の恵みと気象災害 

気象現象がもたらす恵みと気象災害について調べ，これら

を天気の変化や日本の気象と関連付けて理解すること。 

第 4 節 理科 

第 2 各分野の目標及び内容 

〔第 2 分野〕 

2 内容 

(4) 気象とその変化 

身近な気象の観察，観測を通して，気象要素と天気の変化

の関係を見いださせるとともに，気象現象についてそれが

起こる仕組みと規則性についての認識を深める。 

ウ 日本の気象 

(ア) 日本の天気の特徴 

天気図や気象衛星画像などから，日本の天気の特徴を気団

と関連付けてとらえること。 

(イ) 大気の動きと海洋の影響 

気象衛星画像や調査記録などから，日本の気象を日本付近

の大気の動きや海洋の影響に関連付けてとらえること。 

(7) 自然と人間 

自然環境を調べ，自然界における生物相互の関係や自然界

のつり合いについて理解させるとともに，自然と人間のか

かわり方について認識を深め，自然環境の保全と科学技術

の利用の在り方について科学的に考察し判断する態度を養

う。 

イ 自然の恵みと災害 

(ア) 自然の恵みと災害 

自然がもたらす恵みと災害などについて調べ，これらを多

面的，総合的にとらえて，自然と人間のかかわり方につい

て考察すること。 

 

 なお改訂案については 2 月 14 日から 1 ヶ月間のパブコメが行われ、3 月下旬には新学習指導要領が告示さ

れる予定である。 
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2: 海洋政策的側面からの当財団の取り組み 

 当財団では海洋教育の普及推進に向けて海洋基本法の制定以前からさまざまな取り組みを行ってきた。そ

の内容は総合的学習の時間における学校への協力、教員研修への協力、教材作成など含め多岐に亘るが、中

心的な柱は海洋政策的側面からの取り組みである。今次改訂で海洋教育が注目されるに至った背景には、こ

うした長年の政策的な活動が大きく影響していることは間違いない。そこで当財団が行ってきた海洋教育普

及推進の取り組みをあらためて海洋政策の視点から振り返り、海洋政策が教育政策に与えた影響について整

理を試みる。 

 

(1) 海洋基本法制定以前 

 わが国の海洋教育に関する動きを海洋政策の視点から振り返ると、その根幹となるのが 2007 年に制定さ

れた海洋基本法である。第 28 条に海洋に関する国民の理解の増進が謳われ、学校教育及び社会教育における

海洋に関する教育の推進について具体的に言及されたことが、学校教育における海洋教育推進に向けた法的

根拠としてその後の取り組みに影響を与えたことは事実である。しかし、海洋基本法に海洋教育が謳われた

背景には、わが国における海洋政策の議論が始まった萌芽の段階ですでに海洋教育の重要性が認識され、主

要な柱の一つとして提起されていた経緯がある。 

 

①21 世紀におけるわが国の海洋政策に関する提言(2002 年) 

 当財団は日本財団とともに海洋基本法の制定に至る過程で重要な役

割を果たしてきたが、その出発点となるのが 2002 年に日本財団が行っ

た「21 世紀におけるわが国の海洋政策に関する提言」である。この提

言は次の 6 つの柱からなる。 

 

提言１ 総合的海洋政策の策定 

（基本理念、海洋基本法の制定等） 

提言２ 海洋政策の策定・実行のための行政機構の整備 

提言３ 総合的沿岸域管理の法制整備 

提言４ 水産資源の合理的な管理、 

漁業と他の海域利用との調整 

提言５ 排他的経済水域（EEZ） 

および大陸棚の総合的管理の具体化 

提言６ 海洋に関する青少年教育及び学際的教育・研究の充実 

 

 この 6 つの柱の一つが海洋に関する教育である。ここに位置づけられたことが、その後の海洋政策の議論

に重要な方向性を与えることとなった。 

 

②21 世紀の海洋政策への提言(2005 年) 

 日本財団提言から 3 年後の 2005 年には、海洋政策研究財団が「21 世紀の海洋政策への提言」をまとめた。



10 

その中においても、総合的な海洋政策実現のための研究・教育とアウ

トリーチの推進が柱立てされ、義務教育の中で海洋教育の拡充を図る

べきである、と学校教育における海洋教育拡充の必要性を明確に示し

た。3 

 

 この提言を受けて立ち上がった海洋基本法研究会4（当財団が事務局

を担当）は 2006 年 12 月に「海洋政策大綱」をとりまとめ、12 の主要

施策の一つに海洋に対する国民の理解増進と海洋教育･研究の拡充を

盛り込んだ。さらに附属資料「海洋の総合的管理のための主要施策の

内容」ではより具体的に以下の 5 項目を示した。 

 

a) 学校教育、社会教育における海洋教育の推進 

b) 海洋に関する自然体験活動、総合的学習の機会の拡充 

c) 海洋の管理、科学研究、教育等の現場からの社会に対するアウトリーチ活動の推進 

d) 海洋の総合的管理を担う人材育成のための学際的な海洋教育、研究の推進 

e) 海洋に関する学際的教育と人材育成における国際貢献の推進 

 

 このように学校教育に関しては a)と b)の 2 つの視点から海洋教育の推進が盛り込まれた。 

                                                      
3 3－8 総合的な海洋政策実現のための研究・教育とアウトリーチの推進 

海洋の持続可能な開発を実現するためには、すべての国民が海洋に関心を持ち、海洋環境を保護・保全・再生するための

自発的かつ積極的な行動を起こすことが必要である。また、わが国が抱える海洋に係わる諸問題を正しく認識し、これを

適切に管理するために必要な人材を育成することは重要な国家戦略である。 

これを実現するためには、広く国民を対象とした海洋教育はもとより、大学・大学院における海洋に関する専門研究・教

育領域を強化し、政府、試験研究機関、産業界、NGO 等の活動に必要な専門家・技術者等の多様な人材を育成する教育体

制の構築が急務である。 

さらに、総合的な海洋政策の策定と実行には、海洋科学技術・研究の推進が不可欠であり、このような海洋に関する幅広

い知識を持った若い世代を育てることで、海洋に関する科学技術開発やその基盤となる基礎研究の更なる発展を図ること

ができる。 

◆海洋教育の拡充 

海洋の環境や生態系を重視した管理を進めていくためには、すべての国民がその重要性を理解して、自発的、積極的に管

理に参加していくことが求められる。したがって、国民を対象にした義務教育の中で海洋教育の拡充を図るべきである。

特に、海の自然現象を理解するための野外教育に重点的に取り組む必要がある。その際、人材・資金両面での適切な学校

教育支援のあり方を検討し、初等教育から高等教育までの体系的な教育プログラムの開発を推進し、さらには教育現場の

ニーズに合致した副読本・教材・体験施設等の整備を図ることが必要である。その推進は文部科学省が中心的に実施し、

海洋に関わるすべての関係省庁が連携してこれを支援すべきである。さらに、学校教育と社会教育との連携強化を図る仕

組みを早急に構築すべきである。 
4 海洋基本法研究会 

海洋基本法の成立をめざし、わが国の総合的な海洋政策について議論するため立 

ち上がった超党派の議員、有識者らで構成した研究会 
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(2) 海洋基本法制定後 

 海洋基本法研究会がとりまとめた「海洋政策大綱」と「海洋基本法案(仮称)の概要」をベースに海洋基本法

条文案の作成が進められ、2007 年 4 月に海洋基本法が議員立法で可決成立した。そしてその第 28 条には、

海洋に関する国民の理解の増進等が謳われ、学校教育及び社会教育における海洋に関する教育の推進が明記

された。海洋教育を行うための根拠法は整備されたが、この時点で問題となったのが海洋教育とはどのよう

なものか、という点であった。それまで海洋教育は、商船、水産といった職業教育の分野を示す言葉として

用いられてきたが、海洋基本法ができたことで新たに同法の理念に基づく総合的な教育体系としての海洋教

育を示すことが喫緊の課題となった。そこで当財団は海洋教育を推進するための研究を開始した。 

 

①小学校における海洋教育の普及推進に関する提言 

 2007 年度に海洋教育の教育ならびに海洋関係の有識者で構成した

「初等教育における海洋教育の普及推進委員会」(委員長：佐藤学東京

大学教育学研究科教授(当時))を立ち上げて検討を開始した。その成果

は「小学校における海洋教育の普及推進に関する提言」5として取りま

とめられ、2008 年 2 月 19 日に冬柴海洋政策担当大臣及び渡海文部科

学大臣（当時）に提出し、今後の海洋教育に関する考え方についての

具体的な提案を行った。 

 

 提言では、まず海洋教育の定義を示した。そのうえで「海に親しむ」、

「海を知る」、「海を守る」、「海を利用する」という 4 つの領域か

らなる概念図を明示するとともに、海洋教育の普及推進のために行う

べき 5 つの項目を掲げた。以後、当財団における海洋教育に関する取

り組みは、この 5 項目に沿って実施していくことになる。 

 

海洋教育の定義 

 人類は、海洋から多大なる恩恵を受けるとともに、海洋環境に少なから

ぬ影響を与えており、海洋と人類の共生は国民的な重要課題である。海洋

教育は、海洋と人間の関係についての国民の理解を深めるとともに、海洋

環境の保全を図りつつ国際的な理解に立った平和的かつ持続可能な海洋

の開発と利用を可能にする知識、技能、思考力、判断力、表現力を有する

人材の育成を目指すものである。この目的を達成するために、海洋教育は

海に親しみ、海を知り、海を守り、海を利用する学習を推進する。 

 

実施すべき項目 

1．海に関する教育内容を明らかにすべきである 

2．海洋教育を普及させるための学習環境を整備すべきである 

3．海洋教育を広げ深める外部支援体制を充実すべきである 

                                                      
5 参考資料参照 

 

海洋教育のコンセプト
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4．海洋教育の担い手となる人材を育成すべきである 

5．海洋教育に関する研究を積極的に推進すべきである 

 

②21 世紀の海洋教育に関するグランドデザイン(2008 年～2010 年) 

 当財団は提言 5項目のうち教育内容を明らかにすることを最優先項目として位置づけ、2008年度から 2010

年度にかけて教育内容の具体化のための作業を行った。まず「我が国の海洋教育体系に関する研究委員会」(委

員長：佐藤学東京大学教育学研究科教授(当時))において方針を議論し、その下に田村学文部科学省教科調査

官をリーダーとして現役教員を主体に構成した「海洋教育に関するカリキュラム検討会」を設置して内容領

域と育成する能力を整理した。その成果は「21 世紀の海洋教育に関するグランドデザイン」としてそれぞれ

小学校編、中学校編、および高等学校編の 3 種類が作成され、また 2011 年度にはこれらの小中高等学校の

縮刷版を英訳した「Grand Design for Ocean Education in the Twenty-First Century」も作成された。 

 

    
小学校編 中学校編 高等学校編 英語版 

 

③小中学校の海洋教育実施状況に関する全国調査(2012 年) 

 「21 世紀の海洋教育に関するグランドデザイン」の作成により当面の課題であった海洋教育の内容につい

ては具体化することができたが、海洋基本法制定から 5 年が経過したにもかかわらず学校教育の現場におけ

る実施状況に目立った進展は見られず、また実際にどの程度の学校が海洋に関する教育活動を実施している

かについての統計は皆無であった。海洋教育を政策的に推進するにあたってはまず詳細な実態を把握する必

要があったことから、当財団は日本財団、東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センターと共同で、

2012 年 3 月にわが国で初めての全国規模の調査を実施した。調査は全国の小中学校 32,010 校を対象に行わ

れ、2 割に相当する 6,706 校から回答を得た。 

 

 調査票送付数 有効回答数 

小学校 21,371 校 4,203 校(19.7%) 

中学校 10,639 校 2,490 校(23.4%) 

合計 32,010 校 6,706 校(20.9%) 

 

 調査項目は次の 5 項目を中心に設計した。 

 

・海洋教育の実施度とその内容 
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・学校のロケーション、地域による海洋教育の実施度の偏り 

・海洋教育に対する期待やニーズ 

・海洋基本法の認知度 

・東日本大震災による海洋教育への影響 

 

 結果概要は以下のとおりである。 

 「海洋教育」という言葉の認知率は 29.2%で、海洋教育の実施状況は、教科書の範囲で実施している学校

が 62.8%と大部分を占め、総合的な学習の時間で取り組んでいるのは 16.7%（課外活動を含めると 20.0%）

であった。期待するサポートとして最も選択率が高かったのは外部講師で 49.5%であったが、学校のロケー

ションにより有意な差が見られた。海洋基本法の認知度は 23.9%で、第 28 条について知っているのはわず

か 4.3%にとどまった。本調査は東日本大震災からちょうど 1 年後であったこともあり、83.2%の学校が海の

学習が大切だと回答した。 

 これらの結果詳細は「小中学校の海洋教育実施状況に関する全国調査報告書」6にまとめられ、広く一般に

公表された。 

 全国調査の結果、海洋教育の実施は大半の学校が教科書の範囲内のみでの取り上げという実態が明らかと

なった。学校での海洋教育の推進には、教科書での取り上げ充実、すなわち学習指導要領における位置づけ

が重要であることが明らかとなった。 

 

④海洋基本計画改訂に向けた海洋教育に関する提言(2012 年) 

 学習指導要領の表記充実を図るには、まず海洋政策に関する国の施策に明確に位置づけることが必要と考

え、2013 年度に見直しが予定されていた第 2 次海洋基本計画において学習指導要領への表記拡充が明記され

ることを目標に検討を開始した。第 1 次海洋基本計画は海洋基本法制定翌年の 2008 年 3 月に閣議決定され

たが、この中で学校での海洋教育に関しては「小学校、中学校及び高等学校の社会や理科等において海洋に

関する教育が適切に行われるよう努めるほか、海洋に関する教育の実践事例の提供を図るなど海洋教育の普

及促進に努める」と表記されるにとどまり、学習指導要領について言及されたのは高等学校の教科「水産」

のみであった。 

 そこで当財団は日本財団と共同で「海洋基本計画改訂に向けた海洋教育に関する提言」7をまとめ、2012

年 7 月 31 日開催の第 9 回海洋基本法戦略研究会8でその内容を発表した。併せてこの提言を 9 月 25 日に総

合海洋政策本部事務局を通じて羽田雄一郎海洋政策担当大臣（当時）宛に提出した。 

 提言は、制度面の強化、教育現場の環境整備、外部支援の拡充という 3 つの柱で構成されている。 

 

１．海洋立国を担う国民の基礎的な素養育成のため、小中学校並びに高等学校において教科横断的に海洋

に関する学習を行えるよう、学習指導要領の総則及び総合的な学習の時間の「指導計画の作成と内容

の取扱い」等に海洋の重要性を明確に位置付けるべきである。 

２．学校教育で海洋教育の実施を推進するため、文部科学省並びに国立教育政策研究所は海洋教育に関す

                                                      
6 https://www.spf.org/opri-j/publication/education/pdf/201212_questionnaire.pdf 
7 巻末参考資料参照 
8 海洋基本法戦略研究会 

海洋基本法の制定に尽力した超党派の国会議員や海洋関係各分野の有識者らによって構成され、海洋基本法

の趣旨がわが国の海洋政策に着実に反映されていくことを目指して活動する研究会。 
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る事例集や手引きなど指導資料を作成するとともに、学校教員の指導力向上を図るため教員研修の充

実などの措置を講じ、教育現場が主体的かつ継続的に取り組めるような条件整備を行うべきである。 

３．分野横断的に多様な事柄を扱う海洋教育を推進するにあたっては、教科書における海洋関連の記述の

充実を図るとともに、それを補完する副教材の作成、水族館や博物館など社会教育施設あるいは水産

業や海事産業など産業施設との有機的な連携を推進し、海洋教育の総合的な支援体制を整備すべきで

ある。 

 

 一方、海洋基本法戦略研究会は「次期海洋基本計画に盛り込むべき施策の重要事項に関する提言」9をとり

まとめ、2012 年 8 月 31 日に野田佳彦内閣総理大臣・総合海洋政策本部長（当時）に要請したが、その中

の「海洋に関する施策の総合的推進体制・法制度等の整備」における海洋教育の推進の具体的内容は、当財

団の提言の内容を反映したものとなっている。 

 こうした働きかけもあり、2013 年 4 月に閣議決定された第 2 次海洋基本計画においては、海洋教育に関す

る記述が大幅に拡充され、特に学習指導要領における取扱いの強化の検討に言及するなど、より踏み込んだ

内容となった。なお第 1 次と第 2 次のそれぞれの海洋基本計画における海洋教育に関する表記は以下のとお

りである。 

 

第 2 次海洋基本計画 第 1 次海洋基本計画 

第１部 海洋に関する施策についての基本的な方針 第１部 海洋に関する施策についての基本的な方針 

２ 本計画において重点的に推進すべき取組 

（４）人材の育成と技術力の強化 

海洋立国を実現していくためには、その前提として、海洋

に関わる人材の育成と技術力の強化を図っていくことが重

要となる。このため、小学校、中学校及び高等学校におけ

る海洋に関する教育を充実する。また、大学等における学

際的な教育や専門的な教育の推進、基礎的・先端的研究開

発の強化、産学官連携の推進等を通じて、海洋立国を支え

る多様な人材の育成と基盤的な技術力の強化に取り組む。

３ 本計画における施策の方向性 

（７）海洋教育の充実及び海洋に関する理解の増進 

初等中等教育及び高等教育のそれぞれで実施している海洋

に関する教育を充実するとともに、それらを体系的につな

げる方策を検討する。また、海洋に関する教育を支援する

観点から、関係機関、大学、民間企業等が行うアウトリー

チ活動等の有機的な連携を図る。 

人材の育成については、海洋産業及び海洋教育の担い手を

育成するとともに、中長期的な観点で将来の担い手の裾野

を広げるための方策を検討する。また、特定の分野の専門

的な知識を有する人材や、海洋に関する幅広い知識を有す

３ 科学的知見の充実 

・・・加えて、海洋という未知なる領域への挑戦は、人類

の知的欲求から発するものとして大いにこれを振興するこ

とが重要であるとともに、次世代を担う青少年を始めとす

る国民全体の海洋に関する理解、関心の増進につながるも

のであることから、次の世代を支える青少年が、海洋の夢

と未知なるものへの挑戦心を培うことができるような教育

及び普及啓発活動の充実が必要である。 

 

                                                      
9 巻末参考資料参照 
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る人材の育成に取り組む。さらに、地域における産学官連

携のネットワークづくりを通じて、地域の特色をいかした

人材の育成を推進する。 

海洋に関する国民の理解の増進の観点から、国民が海を身

近に感じられるよう、幅広い参加が得られる行事や海洋観

光など、海洋に実際に触れ合う機会を充実させるとともに、

マスメディア、インターネット等を通じた情報発信、水族

館、博物館等とも連携した情報発信を検討する。また、海

洋に関する国民の声を施策に反映させる等、国と国民との

双方向での情報交換を推進する。さらに、マリンレジャー

等の安全対策や、海洋環境の保全についての啓発活動を引

き続き推進するとともに、海洋に関する我が国の歴史・文

化を知る機会となる水中遺跡の調査や、この保存・活用方

策の検討に取り組む。 

第２部 海洋に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画

的に講ずべき施策 

第２部 海洋に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画

的に講ずべき施策 

１２ 海洋に関する国民の理解の増進と人材育成 

（１）海洋に関する教育の推進 

○小学校、中学校及び高等学校において、学習指導要領を

踏まえ、海洋に関する教育を充実させる。また、それら

の取組の状況を踏まえつつ、海洋に関する教育がそれぞ

れの関係する教科や総合的な学習の時間を通じて体系的

に行われるよう、必要に応じ学習指導要領における取扱

いも含め、有効な方策を検討する。 

○海洋関連の副教材の作成を促進する。また、海洋に関す

る教育の実践事例集や手引きなどの指導資料の作成、教

員研修の充実等を通じ、教育現場が主体的かつ継続的に

取り組めるような環境整備を行う。 

○海洋に関する教育の総合的な支援体制を整備する観点か

ら、学校教育と水族館や博物館等の社会教育施設、水産

業や海事産業等の産業施設、海に関する学習の場を提供

する各種団体等との有機的な連携を促進する。 

○海洋に係る夢を抱き、感動を覚えるなど、海洋の魅力を

実感できるよう、学協会等との協力の下、アウトリーチ

活動を重視した取組等を推進する。 

（２）海洋立国を支える人材の育成と確保 

ア 特定分野における専門的人材の育成と確保 

○海洋や水産に関する教育を行う高等学校において、現場

実習等を通じた実践的な教育を促進するとともに、実習

船等の着実な整備を引き続き推進する。 

１２ 海洋に関する国民の理解の増進と人材育成 

（２）次世代を担う青少年等の海洋に関する理解の増進 

次世代を担う青少年を始めとする国民が、海洋に関し正し

い知識と理解を深められるよう、学校教育及び社会教育の

充実を図ることが重要である。このため、学校教育におい

ては、海洋基本法等の趣旨を踏まえて早急に高等学校の教

科「水産」の学習指導要領の見直しを行うとともに、現場

実習等を通じた実践的な教育を推進するほか、高等学校の

実習船等の整備を推進する。さらに、小学校、中学校及び

高等学校の社会や理科等において海洋に関する教育が適切

に行われるよう努めるほか、海洋に関する教育の実践事例

の提供を図るなど海洋教育の普及促進に努める。また、漁

村等における体験活動や、エコツーリズムの推進等を通じ

て、海洋に関する基本的知識や海洋に関する様々な課題に

関し、国民が行う学習活動への支援、水族館も含めた自然

系博物館等の場をいかした取組を推進する。さらに、海洋

に係る夢、感動、海洋の魅力を実感できるようにするため、

学協会等の協力を得つつ、アウトリーチ活動を重視した取

組等を推進する。 

（３）新たな海洋立国を支える人材の育成 

海洋に関する様々な政策課題に対応するためにも、科学的

知見を充実させるためにも、また、国際競争力のある海洋

産業を育成していくためにも、必要な知識及び能力を備え

た優秀な人材を育成することが重要である。また、海洋に
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○高等専門学校や海洋系・商船系・水産系の大学・大学校

において、海洋・海事・水産の分野における専門的な人

材を育成する。また、水産業及びその関連分野 における

人材を確保するため、将来の担い手の漁業への参入促進、

実践的な専門教育の充実、女性の参画の促進等を図る。

さらに、日本人船員を計画的に確保するため、退職海上

自衛官等が船員として就業するための環境整備を引き続

き行う。 

○中長期的な観点から今後発展が期待できる海洋に関する

産業分野の人材や技術の専門家を養成・確保するため、

産業界や国の関係機関等における技術開発と大学等にお

ける教育・研究が連動して一体的に行われる取組を推進

する。 

○国際的な研究プロジェクトにおいてリーダーシップを発

揮できる研究者を養成するため、異分野の研究者が国際

的な環境の下で研究を進めることが出来るような機会の

確保と拡大を図る。 

イ 海洋に関する幅広い知識を有する人材の育成と確保 

○大学及び大学院の学生の海洋に関わる理学・工学・農学

等の基礎的な能力を培うとともに、若手研究者の自発

性・独創性を伸ばしていくため、大学や研究機関等にお

ける海洋分野の基礎的・先端的な研究を推進する。 

○大学等において、学際的な教育及び研究が推進されるよ

うカリキュラムの充実を図るとともに、産業界等とも連

携しながらインターンシップ実習の推進や、社会人再教

育等の実践的な取組を推進する。 

○IMO、UNESCO/IOC、大陸棚限界委員会、国際海洋法

裁判所等の海洋分野の国際機関に、引き続き我が国から

の人的貢献を行う。 

ウ 地域の特色をいかした人材の育成 

○地域の特色をいかした多様な知的海洋クラスターの創出

や、地域に根ざした海洋産業の創出等の観点から、様々

な制度を通じて、地域における産学官連携のネットワー

クづくりを推進する。 

○海洋に関する学部等を持つ大学が、それぞれの教育理念

に基づき、各地域において特色ある教育研究を行うため、

練習船、水産実験所、臨海実験所等の共同利用を推進す

る。 

（３）海洋に関する国民の理解の増進 

○海洋に関する国民の理解と関心を喚起するため、国民の

関わる事象は相互に密接に関連していることから、海洋立

国を支える人材には、多岐にわたる分野につき総合的な視

点を有して事象を捉えることのできる幅広い知識や能力を

有する者を育成していくことが重要である。このため、大

学等において、学際的な教育及び研究が推進されるようカ

リキュラムの充実を図るとともに、産業界とも連携しなが

らインターンシップ実習の推進や、社会人再教育等の取組

を推進する。 
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祝日である「海の日」制定の意義に鑑み、「海の日」や

「海の月間」等の機会を通じて、練習船等の一般公開、

各種海洋産業の施設見学会や職場体験会、海岸清掃活動、

海洋環境保全、海洋安全、沿岸域についての普及啓発活

動、マリンレジャーの普及や理解増進等の多様な取組を、

産学官等で連携・協力の下、実施する。 

○海洋分野における普及啓発、学術推進、研究、産業振興

等において顕著な功績を挙げた個人・団体に対して、海

洋立国推進功労者表彰を継続的に実施する。 

○国民が海洋に触れ合う機会を充実する観点から、豊富な

魚介類、優れた海岸景観、歴史・文化等に培われた風土、

マリンレジャーに適した海洋空間等、地域それぞれが有

する資源をいかした海洋観光等の取組を推進し、地域振

興に寄与する。 

○海洋国家である我が国の歴史・文化を知る上で重要な文

化遺産である水中遺跡について、観光資源等としての活

用を考慮しつつ、遺跡の保存や活用等に関する調査研究

を進める。 

○海洋に関する様々な情報をメディアやインターネット等

を通じて分かりやすく発信する。 

 

⑤海洋教育戦略会議(2013 年) 

 第 2 次海洋基本計画において大幅な記述の拡充が図られた一方で、教育政策上の具体的な目立った動きは

なかった。しかし 2008 年に学習指導要領が改訂されてすでに 5 年が経過し、2014 年度中には次期改訂に向

けて中教審への諮問が行われると見込まれていたことから、これに向けた対応を早急に行う必要があった。 

そこで日本財団は 2013 年 7 月に立ち上げた海洋教育推進に関する全体戦略の議論・検討を目的とした有識

者会議である「海洋教育戦略会議」を立ち上げ、当財団もこの会議にメンバーとして参画し、学習指導要領

における海洋教育拡充のためには何が必要なのかについて具体的な検討を行った。 

 

＜海洋教育戦略会議概要＞ 

構成メンバー(50 音順) 

海野 光行 （日本財団 常務理事） 

茅根 創 （東京大学大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻 教授） 

笹川 陽平 （日本財団 会長） 

佐藤 学 （学習院大学 文学部 教育学科 教授 / 元・日本教育学会 会長） 

田中 智志 （東京大学大学院 教育学研究科・教育学部 教授） 

寺島 紘士 （海洋政策研究財団 常務理事） 

日置 光久 （東京大学 海洋アライアンス 海洋教育促進研究センター 特任教授  

 / 元・文部科学省 初等中等教育局 視学官） 

保坂 直紀 （アドバイザー）（読売新聞 東京本社 科学部 次長） 
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同会議では、その成果を「学習指導要領に海洋教育を位置づける必要性」10と題する提言書にとりまとめ、

2014 年 4 月に文部科学省初等中等教育局、自由民主党政務調査会海洋総合戦略小委員会、内閣官房総合海洋

政策本部事務局、翌 5 月には海洋基本法戦略研究会などの場で提起し、同年 10 月 14 日に下村文部科学大臣

に直接手交し、提言書について理解を求めた。提言の骨子は以下の 2 つである。 

 

1．学習指導要領の総則に「海洋教育」もしくは「海洋」と明記すること。 

2．学習指導要領の「総合的な学習の時間」の学習活動の例示に、「海洋の教育」もしくは「環境（海洋

を含む）」と明記すること。また海洋教育を行う意義として「防災」「国土」「資源」「産業」「環

境」「文化芸術」の 6 つを示した。 

 

⑥助成制度「海洋教育パイオニアスクールプログラム」開始(2016 年) 

 政策的な働きかけを行う一方、教育現場の環境整備についても早急な対応が必要であった。2012 年度に実

施した全国調査の結果からは、人材面、教材面、財政面など教育現場が抱えるさまざまな課題が学校におけ

る海洋教育を阻んでいることが明らかとなっていた。このような現場の状況を改善するには、学習指導要領

への位置づけの強化といった制度面での拡充を図るだけでなく、教育現場における実践活動を支える仕組み

もあわせて講じなければならない。教育現場のボトムアップを図るには継続的な取り組みが不可欠であり、

これまでのような単年度予算を前提にしたプロジェクトでは長期的な活動を担保できないという問題があっ

た。そこで継続的支援を実現するための基盤整備として 2015 年 3 月に日本財団の支援を得て海洋教育パイ

オニアスクール基金を設置した。試験的実施期間を経たのち、2016 年度に「海洋教育パイオニアスクールプ

ログラム」として全国の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校などを対象にした新たな助成支援制度

を立ち上げた。このプログラムは、日本財団、東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センターおよび

当財団の 3 機関共同による運営体制となっている。このプログラムは単なる活動資金の提供を目的としたも

のではなく、実践を増やして海洋教育事例の集積を行うことで教材面での充実を図るとともに、教員同士の

情報共有を促進し連携のプラットフォームとしての機能も果たして行こうというものである。もう一つの機

能として期待されるのは、学校教育がアクティブラーニングの方向に舵を切ろうとしている中、今後は何を

教えるべきかという議論だけでなく海洋教育によって習得できる能力や態度はどのようなものか検証を進め

てゆくことが重要になってくるが、本プログラムを通じて成果が集積されることで教育研究分野への貢献も

期待できる。現在のところ海洋教育を行っている学校は少なく「点」での実施でしかないが、これを「面」

として広げてゆくためにも、海洋教育の可能性を学校の現場レベルから開拓し、全国への普及につながるよ

うな先駆的な取組みを掘り起こしてゆくことが求められる。11 

 2016 年度は単元開発研究部門(1 件あたり 100 万円上限)、一般部門(1 件あたり 50 万円上限)という各学校

単位での募集を行ったが、2017 年度からは地域展開部門(1 校あたり 100 万円で 1 地域 1000 万円上限)を新

たに設け、自治体レベルなど広域的な展開を促すこととした。 

 

                                                      
10 巻末参考資料参照 
11 巻末参考資料参照 2016 年度海洋教育パイオニア実施校一覧 
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⑦全国教育委員会アンケート調査(2016 年) 

 2016 年 7 月 18 日、安倍晋三内閣総理大臣は海の日を迎えるに当たってのメッセージ12を表明し、政府は

産官学の海洋教育推進組織「ニッポン学びの海プラットフォーム」の立ち上げを通じて、2025 年までに全て

の市町村で海洋教育の実施を目指すことを明らかにした。総理自ら海洋教育の全国的な展開について言及さ

れたことは海洋教育推進のうえで追い風であることは間違いないが、一方で海洋教育の実践が不十分な現状

においては各自治体の海洋教育に対する理解は十分に醸成されているとは言い難い。総理発言の具現化を進

める上では、まず全国の各市町村自治体における海洋教育に対する認識について実態を把握しておく必要が

ある。そこで 2016 年 10 月、当財団は日本財団、東京大学海洋教育促進研究センターと共同で全国の各市町

村自治体を対象に「市区町村における教育委員会の海洋教育推進に関するアンケート調査」を実施した。な

お本アンケート調査の概要については次頁以降に詳述する。 

 

(3) 海洋教育年表 

当財団がこれまでに行ってきた海洋教育推進に関する政策的な取り組みの主立ったものは以上のとおりであ

る。これらを時系列にまとめると以下のようになる。 

 

年 月 教育界の動き 海洋政策の動き 日本財団及び当財団の海洋教育関連プロジェクト 

1998 12 学習指導要領改訂 

（小学校･中学校） 

  

1999 3 学習指導要領改訂 

（高等学校） 

  

2002 4 小中学校で「総合的な学

習の時間」新設 

 「海洋教育拡充に向けた取組み」開始 

（NF 助成、3 年計画） 

 5  日本財団「海洋と日本 

21 世紀におけるわが国

の海洋政策に関する提

言」 

 

2005 4   「海洋教育普及推進に関する調査研究」開始 

（NF 助成、3 年計画） 

 11  海洋政策研究財団「21 世

紀の海洋政策への提言」

 

2006 4  「海洋基本法研究会」 

発足（当財団が事務局) 

 

 12 教育基本法改正   

2007 4  海洋基本法制定 「初等教育における海洋教育の普及推進に関する

研究委員会」設置 

                                                      
12 巻末参考資料参照 http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/discource/20160718uminohi.html 
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年 月 教育界の動き 海洋政策の動き 日本財団及び当財団の海洋教育関連プロジェクト 

 7  総合海洋政策本部事務局

設置 

 

2008 2   「小学校における海洋教育の普及推進に関する提

言」 

 3 学習指導要領改訂 

（小学校･中学校） 

海洋基本計画(第 1 次)  

 4   「我が国の教育体系構築に向けた調査研究事業」 

開始(NF 助成、3 年計画) 

2009 3 学習指導要領改訂 

（高等学校） 

 「21 世紀の海洋教育に関するグランドデザイン 

(小学校編)」 

2010 3   「21 世紀の海洋教育に関するグランドデザイン 

(中学校編)」 

 10   東京大学に「海洋教育促進研究センター（日本財

団）」設立 

2011 4   「海洋教育普及の実現に向けた戦略的研究及び条

件整備」開始(NF 助成、3 年計画) 

 7   「21 世紀の海洋教育に関するグランドデザイン 

(高等学校編)」 

英語版「Grand Design for Ocean Education in the 

21st Century」 

2012 3   「小中学校の海洋教育実施状況に関する全国調査」

実施 

 8  海洋基本法戦略研究会

「次期海洋基本計画に盛

り込むべき施策の重要事

項に関する提言」 

 

 9   「海洋基本計画改訂に向けた海洋教育に関する提

言」 

2013 4  海洋基本計画(第 2 次)  

 7   日本財団「海洋教育戦略会議」設置 

2014 4   海洋教育戦略会議「学習指導要領に海洋教育を位置

づける必要性」を提言 

「わが国の学校教育における海洋教育拡充に向け

た取り組み」開始（NF 助成、3 年計画) 

 11 中教審諮問「初等中等教

育における教育課程の基

準等の在り方について」 
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年 月 教育界の動き 海洋政策の動き 日本財団及び当財団の海洋教育関連プロジェクト 

2016 4   助成制度「海洋教育パイオニアスクールプログラ

ム」開始 

 7  「海の日」総理大臣メッ

セージで、海洋教育推進

組織「ニッポン学びの海

プラットフォーム」の立

ち上げを明言 

 

 8 「次期学習指導要領等に

向けたこれまでの審議の

まとめ」公表 

  

 9 審議のまとめへのパブリ

ックコメント募集 

 パブリックコメントへの意見提出 

 10   「教育委員会の海洋教育推進に関するアンケート」

実施 

 11 第 25 回教育課程企画特

別部会で海洋教育につい

て審議 

  

 12 中教審答申「幼稚園、小

学校、中学校、高等学校

及び特別支援学校の学習

指導要領等の改善及び必

要な方策等について」 

  

2017 2 学習指導要領改訂案公表 

改訂案へのパブリックコ

メント募集 

 パブリックコメントへの意見提出 
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3: 全国教育委員会アンケート調査 

(1) 背景 

 2016 年 7 月に『「海の日」を迎えるに当たっての内閣総理大臣メッセージ』が発表され、総理自ら海洋教

育の全国的な展開について言及したことで学校教育における海洋教育の推進への期待が高まった。こうした

背景を踏まえ、学校教育における海洋教育の推進役となるであろう教育委員会における海洋教育の推進の現

状や課題、ニーズ等を把握するため、2016 年 10 月に全市区町村の教育委員会を対象に「教育委員会の海洋

教育推進に関するアンケート」（以下、「教委アンケ」）を送付した。 

 

(2) 実施方法 

①質問設計 

 質問内容は 2012 年の小中アンケをベースに、内閣総理大臣メッセージの認知度や、教育委員会の海洋教

育推進状況、海洋教育推進にあたってのニーズ等を把握できるよう設問を作成した。質問票は巻末参考資料

「教育委員会の海洋教育推進に関するアンケート集計結果 報告書」参照。 

 

②質問送付 

 質問票を下記のとおり全市区町村の教育委員会 1,740 箇所に郵送で送付した。また事前に各都道府県教育

委員会教育長宛に郵送でアンケート調査についての周知を行い、協力を呼びかけた。 

 

③回答受付 

 回答は FAX にて受信した。 

 

④回答の確認 

 最終的な受付数は 799 件（45.9%）となった。 

 

(3) 結果概要 

①認知度 

 799 件の有効回答を得た。回答率は半数近い 45.9％で、そのうち 2/3 が海に面していない自治体からの回

答であった。海洋基本法で学校教育における海洋教育推進が謳われていることを知っていたのは全体の 1/4

程度であったが、『「海の日」を迎えるに当たっての内閣総理大臣メッセージ』を知っていたのは全体の約

4 割であった。 

 

②海洋教育実施状況 

 実際に海洋教育を推進している自治体は約 2 割ほどで、検討中を含めると 1/3 程度であった。なお、海洋

教育推進の取り組みを教育施策等に明記しているのは、そのうちの 2 割程度であった。一方、学校現場にお
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いて海洋教育が行われているという回答は 5 割近くあり、その半分程度は多くのあるいは全ての学校で行わ

れているという回答であった。また、推進したい海洋教育のテーマは、災害や防災、環境が多かった。 

 

③プラットフォームに期待する事項 

 学校現場で海洋教育を推進するよう働きかけるにあたって『海洋教育推進組織「ニッポン学びの海プラッ

トフォーム」』に期待することとして、最も多く 1 位に選択されたのは「A. 教育制度への位置づけ」で、

次いで「E. 教員の時間的負担の低減」であった。なお、1 位～5 位までの合計で一番多く選ばれたのは「B. 教

材・副読本の提供」であった。 

 

④クロス集計による有意差検定 

 有意差検定では、海に面しているかどうか、海洋基本法において海洋教育が謳われていることを知ってい

るかどうか、総理メッセージを知っているかどうか、海洋教育を推進する取り組みを行っているかどうか、

その取り組みを教育施策に位置付けているかどうか、学校現場において海洋教育が行われているかどうかが、

それぞれに関係していることがわかった。また、テーマの中では、観光・レジャー・スポーツ、郷土と歴史、

海洋や地球の仕組み、海の生物、資源やエネルギー、国際的な取り組みが前述の質問との間で比較的多くの

有意差が見られた。期待することの中では、安全性の確保が前述の質問との間で比較的多くの有意差が見ら

れた。なお調査報告全文は巻末参考資料を参照。 

 

(4) 考察 

 教委アンケにおいて、海洋基本法で学校教育における海洋教育推進が謳われていることを知っていたのは

全体の 1/4 程度であったが、『「海の日」を迎えるに当たっての内閣総理大臣メッセージ』を知っていたの

は全体の約 4 割であった。小中アンケでは、海洋基本法で学校教育における海洋教育推進が謳われているこ

とを知っていたのはわずか約 4％であったことを考えると、国としても海洋教育を推進する方針であること

が教育業界で認知され始めており、それを反映していると考えられる。 

 また、学校現場において海洋教育が行われているという回答が 5 割近くあり、その半分程度は多くのある

いは全ての学校で行われているという回答であった。しかし、海洋教育推進の取り組みを教育施策等に明記

しているのは、そのうちの 2 割であり、現状では教育施策等に明記されていない学校独自の取り組みが多い

ようである。学校現場で海洋教育を推進するよう働きかけるにあたって『海洋教育推進組織「ニッポン学び

の海プラットフォーム」』に期待することとして、最も多く 1 位に選択されたのは「A. 教育制度への位置

づけ」で、やはり教育委員会としては、学習指導要領をはじめ教育制度に位置付けられることが重要と考え

ている傾向がわかる。今次改訂を機に、全国的な海洋教育の普及が進むことが期待できる。 

 一方で、『海洋教育推進組織「ニッポン学びの海プラットフォーム」』に期待することとして、1 位～5

位の合計で最も多く選択されたのは、「B. 教材・副読本の提供」であり、1 位～5 位で偏りなく選択されて

いる。また、「C. 授業案・事例の充実」「H. 実施費用の確保」も上位に位置している。これまでの調査に

おいて、教材や副読本は単に作成しただけでは利用されにくいという結論を得たことを踏まえると、どのよ

うな教材や副読本、授業案や費用の提供をどのような形で提供していくのが効果的であるのか、更なる検討

が必要と考えられる。 

 また、逆に、「J. 教員の研修・勉強会等の提供」「G. 外部講師の派遣」「K. 安全性の確保」はあまり選
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択されなかった。現状では海洋教育に専門的な知識や技術が必要なことがあまり理解されていないと捉える

ことができる。海洋教育の重要性と同時に、教員の知識・技術向上だけではなく、それを司る教育委員会や

教育関係者への啓蒙普及も同時に検討して行くことが必要であろう。 

 なお、小中アンケに回答した小中学校のある自治体と、教委アンケを比較することで、小中アンケの 2012

年時点では学校現場で海洋教育が行われていなかったが教委アンケの 2016 年時点では行われるようになっ

た自治体や、逆に小中アンケの時点で学校現場で海洋教育が行われていたが教委アンケの時点では行われな

くなった自治体をピックアップすることが可能である。そのような自治体にヒアリング等の追調査を行うこ

とで、海洋教育に取り組むようになったきっかけや、逆に海洋教育を行わなくなってしまった理由などを明

らかにすることが可能であり、今後に向けた課題としてあげられる。
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4: 中教審答申における海洋教育に関する考察 

 2015 年 8 月に論点整理が公開された際、教科横断的な視座を持つこと、また育成すべき資質・能力を整

理したうえで内容の検討を行う、という改訂に向けた大方針が示されたが、この時点で海洋に関する言及は

なく、海洋教育という言葉が登場したのは 2016 年 10 月の第 25 回特別部会からである。ここで注目される

のが海洋教育を教科横断的な視点に基づく資質・能力の育成に関する具体的な例示として位置づけたことで

ある。当財団は 2007 年度提言において、海洋教育とは単に海に関する知識を習得するだけでなく、知識、

技能、思考力、判断力、表現力といった資質・能力を育成するものと定義したが、それから 9 年を経て中教

審資料の中で海洋教育が同じ視点で整理されたことは、海洋教育の本質的意義がようやく広く認知されてき

たと捉えることができる。 

 残念ながら中教審の最終答申では、資質能力に関する例示から海洋教育の文言が消え、第５章の「５．現

代的な諸課題に対応して求められる資質・能力」には以下のように記されている。 

 

（現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力と教育課程） 

○このように、現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力としては、以下のようなものが考えられ

る。 

・健康・安全・食に関する力 

・主権者として求められる力 

・新たな価値を生み出す豊かな創造性 

・グローバル化の中で多様性を尊重するとともに、現在まで受け継がれてきた我が国固有の領土や歴史に

ついて理解し、伝統や文化を尊重しつつ、多様な他者と協働しながら目標に向かって挑戦する力 

・地域や社会における産業の役割を理解し地域創生等に生かす力 

・自然環境や資源の有限性等の中で持続可能な社会をつくる力 

・豊かなスポーツライフを実現する力 

○これらが教科等横断的なテーマであることを踏まえ、それを通じてどのような力の育成を目指すのかを

資質・能力の三つの柱 に沿って明確にし、関係教科等や教育課程全体とのつながりの整理を行い、そ

の育成を図っていくことができるようにすることが求められる。各学校においては、子供の姿や地域の

実情を捉え、学校教育目標に照らした重点化を図りながら体系的に育成していくことが重要である。 

○ここでは例示的に、健康・安全・食に関わる資質・能力及び主権者として求められる資質・能力につい

て整理したが、その他の資質・能力についても、同様の整理を行い、学習指導要領等や解説に反映させ

ていくことが求められる。 

 

 第 25 回特別部会の審議資料で、答申に向けて記述の充実を図る事項として例示されたのは①主権者として

求められる力、②海洋教育、③その他の 3 つであったが、最終答申では①と③に関してのみ取り上げられて

いる。しかしそれ以外の部分をよく読むと、海洋教育に通じる内容が記載されていることに注目したい。換

言すれば、海洋教育という言葉を用いずに別の表現で具体的な資質･能力として言い表したものと捉えること

ができ、その意味では新しい学習指導要領における海洋教育の考え方を知る手がかりとして参考にすべきで

あろう。 

 またこれとは別に最終答申の同じく第 5 章では、持続可能な開発目標（SDGs）を踏まえつつ持続可能な

社会づくりにつなげていく力を育むことを求めている。SDGs が掲げた 17 の目標のうち 14 番目が「海洋」
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であることを考慮すれば、資質・能力の一つに海洋教育を位置付けることは不自然ではない。いずれにせよ、

今次改訂の議論において教科横断的な視点に基づく資質・能力の育成という文脈の中から海洋教育という文

言は消えてしまったが、その必要性までもが否定されたわけではないと考えるのが妥当であろう。 

 他方、課題もある。今回の改訂では社会科で見直すべき視点の中に海洋国家という視点が盛り込まれたが、

2017 年 2 月に公示された学習指導要領案を見る限り、海洋に関連した記述は現行の学習指導要領と比べて目

立った変化はないが、領土・領海に関する記述は拡充されている。社会科における海洋国家の捉え方が領土・

領海に偏っている印象である。海洋国家についての定義が示されてないので詳細は不明だが、海洋基本法に

その根拠を求めるとすれば、国際的協調の下に海洋の平和的かつ積極的な開発及び利用と海洋環境の保全と

の調和を図る新たな海洋立国を実現し海洋と人類の共生に貢献することが重要、と謳っており、海洋国家と

いう言葉はもっと広い視野をもって解釈されるべきである。教科の内容に落とし込む際には、資源、環境、

交通、安全など海洋の諸問題を総合的に取り扱うよう配慮が必要である。であるとすれば、社会科という 1

教科だけ取り上げることは不十分であり、理科やその他の教科においても取り扱いを増やしてゆくことが求

められる。また教科横断的に取り組んでゆくためには、総合的な学習の時間のさらなる活用を考慮に入れる

べきである。したがって、今後、文部科学省において小学校及び中学校の学習指導要領解説書、あるいは高

等学校の学習指導要領及び解説書を作成するにあたっては、これらの点についての配慮を期待したい。
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5: 海洋教育推進に向けて今後必要となる施策 

(1) 制度面での拡充 

 過去、学習指導要領に関する議論の中で海洋教育が俎上に載ったことがなかったことを考えれば、今回の

中教審特別部会で取り上げられたことは大きな前進と言える。しかしながら本来の海洋教育が持っている学

びの広がりを十分に反映できなかった点は、今後に残された課題である。アンケート調査でも明らかになっ

たように、学校教育において海洋教育を広く展開させていくためには、やはり教育制度の枠組みの中にしっ

かりと位置づけられることが必要である。これまでの当財団の取り組みはやはり海洋政策という枠の中での

働きかけであり、教育政策に対しては効果的なアプローチができなかった。今後は以下に例示する教育のコ

アとなる部分に対して働きかけを行うとともに、それらを支え推進して行く活動が必要である。 

 

＜国レベル＞ 

教育振興基本計画、学習指導要領、学習指導要領解説書における説明や例示の充実 

「ニッポン学びの海プラットフォーム」の早期立ち上げ 

＜都道府県レベル＞ 

各都道府県の各種教育計画等における海洋教育の位置づけ強化 

（教育大綱、教育ビジョン、教育振興計画、重点目標など） 

＜市町村レベル＞ 

沿岸部市町村における地域学習の推進、あるいは内陸地域における海洋教育促進を図るため、市町村

教育委員会が定める教育振興計画、重点目標などでの明記 

＜現場レベル＞ 

各学校の教育目標など、それぞれの特色を活かした学校独自の教育目標での明記 

 

(2) 実践活動を支える基盤整備 

 学習指導要領や総理メッセージを背景に海洋教育の全国的な普及に向けた制度的な条件が整いつつあるが、

一方でこれらを実践していくのは現場の教員である。過大な業務負荷などの問題が指摘される中で、教育現

場に混乱を生じさせるようなことがないよう教員が安心して海洋教育を実践できるための環境整備もまた喫

緊の課題である。現時点では実践事例の集積が十分ではない海洋教育という新しい教育分野を推進していく

ためには、ヒト、モノ、カネといった資源を充実させ、かつそれらの適正な運用が不可欠である。地道なボ

トムアップの取り組みを継続的に行うためも以下に示すような基盤整備を急ぐ必要がある。 

 

＜人材面＞ 

各地域における海洋教育推進のリーダー的役割を担うコア教員の育成 

＜教材・インフラ面＞ 

学校が海洋教育のカリキュラムを開発し、実践するうえで参考となるガイドブックの充実 

教員が授業等で活用・実践できる学習シートなどの充実 

全国の各学校で開発・実践されたカリキュラムの集積と事例集の作成 

次期学習指導要領において拡充された内容（領土･領海や高校地理総合など）に関する教材の開発 
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「ニッポン学びの海プラットフォーム」の早期具現化 

＜財政面＞ 

学校が教育実践を行うにあたって必要な財政支援スキームの強化拡充 

支援を持続可能なものとするための安定的な財源の確保、海洋教育ファンドレイジング 

政府における海洋教育関連予算の拡充（2017 年度は国交省に 1000 万円が計上されているのみ） 

 

(3) 調査研究の推進と情報発信 

 次期学習指導要領において新たに拡充された内容については、教材や指導方法などについての研究を重点

的に行い、実施段階までに十分な体制を整える必要がある。特に社会科においては領土･領海に関する内容や

高校で必修化される地理総合などは、国際理解や防災といった側面からの海洋教育の可能性を広げるチャン

スとして活かすべきである。 

 他方で現時点では明確に示されていない海洋国家という概念についても検討を行い、偏った海洋国家像と

して捉えられないよう共有を図っていく必要がある。 

 また海洋教育が置かれている現状を正確に把握するため、わが国の実態をより詳細に調査したり、あるい

は海外との比較調査などのデータを集め、広く研究用資料として提供していくことも推進すべきである。 

 このような海洋教育に関する教育研究をより一層推進させるとともに、研究者や教員等が集える研究会・

学会といったコミュニティを創設することもあわせて行っていくべきである。 
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